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入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の入浴に関する対応について 

 

 

 入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設等との摩擦を避けることにより、できるだけ多く

の外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくことを目的として、別添により、観光庁が関係

業界に対し周知を行ったところです。 

つきましては、貴職におかれましても、別添の趣旨に鑑み、不当な理由により入浴拒否

が生じないよう、管内の入浴施設等に対し周知徹底を図るとともに、適切な対応を行って

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 


